
項　　目 基　　準 項　　目 基　　準

濁　　度

過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ
消費量

５度以下であること 大腸菌群 １個/ml以下であること

25mg/以下であること レジオネラ属菌 検出されないこと

浴　　槽 消毒の方法 頻　　度
毎日換水が行われて

いる浴槽

浴槽水の検査は、循環器系統ごとに行います。

かけ流し
１年に１回以上

大腸菌群

循環式浴槽（毎日換
水が行われている浴

槽を除く）

塩素系薬剤に
よる方法

塩素系薬剤に
よる方法以外の方

※気泡発生装置を使用する場合、レジオネラ属菌の検査は３ヶ月に１回以上行う。

全有機炭素（TOC）

基　準　値
１ｍｌの検水で形成される集落数が100以下であること

検出されないこと
５ｍｇ/以下であること

浴槽の種類

検査項目
一般細菌

３ヶ月に１回以上

６ヶ月に１回以上※


